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令和８年１月農業委員会定例総会議事録 

 

１　開催日時 

　　令和８年１月２８日（水） 

　　開会　午後３時３０分 

    閉会　午後３時４０分 

２　開催場所 

　　尾張旭市役所　２０３会議室（南庁舎２階） 

３　出席委員 

　　農業委員１０名 

４　欠席委員 

　　なし 

５　傍聴者 

　　なし 

６　出席した事務局職員 

　　事務局長、事務局次長、係長、主査、主事 

７　議題等 

報告事項１　農地法第４条及び第５条の規定による届出の専決について 

８　会議の要旨   

 会　　長 本日はご多忙のところお集まりいただきまして、ありがとうございま

す。 

それでは、ただいまの出席委員は、１０名です。 

定足数に達しておりますので、これより１月の農業委員会総会を開催

します。 

これより議事に入ります。 

総会規則により議事録を作成するため、議事録署名者を指名させてい

ただきますが、ご異議ございませんか。

 委　　員 【異議なしの声】

 会　　長 異議もないようですので、次の委員を指名させていただきます。議事

録署名者は、松原昭平委員、水野郁代委員にお願いをいたします。 

ご案内のとおり議案はございません。報告事項のみとなっておりま

す。 

それでは、報告事項１「農地法第４条及び第５条による届出の専決に

ついて」、事務局より報告をお願いします。

 係　　長 

 

 

 

 

それでは、報告事項１「農地法第４条及び第５条の規定による届出の

専決について」説明させていただきます。 

１としまして、農地法第４条による届出が、２件で４４４．６５平方

メートル、主な概要は、東大道町地内外で一般個人住宅２件です。 

２としまして、農地法第５条による届出が、１０件で２，２１２．６
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  １平方メートル、主な概要は、城前町地内外で一般個人住宅７件、倉庫

１件、露天駐車場１件、工場１件です。 

これらの届出については、市街化区域内の農地の転用につき、既に事

務局において審査し、受理していることを報告します。説明は、以上で

す。

 会　　長 報告が終わりましたので、何か質問はございませんか。 

　【質疑応答】

水野政起 

委　　員

転用目的に工場というものがありますが、これはどういった工場でし

ょうか。

 事務局 こちらは、自動車整備工場です。

 会　　長 他に質問もないようですので、本日の議事はこれをもちまして終了い

たしました。その他事務局より、委員の皆さんにお知らせなどがありま

すか。

 事務局 　今月は特にありません。

 会　　長 それでは、以上をもちまして、本日の総会議事はすべて終了しました。 

次回農業委員会は２月２７日(金)午後１時３０分から講堂１にて開

催を予定しております。 

　これをもちまして本日の総会を閉会します。皆さまお疲れさまでござ

いました。


